　ご　案　内　
事 業 主 殿
富 士 労 働 基 準 協 会
｢安全管理者選任時研修｣の開催について
安全管理者の資格要件として、学歴及び実務経験に加え、厚生労働大臣が定める研修（安全管理者選任時研修）の修了が必要となります。
　当協会では、この研修を下記により開催いたしますので、新たな選任予定者など受講していただきますようご案内いたします。
記
１．日時及び会場
	第1回
	第2回
	第3回

	４月２３日㈭※
	８月２５日㈫
	１２月１６日㈬


　会場　ロゼシアター（富士市蓼原1750）（会場が変更になるあ場合があります）
　　　　　※4月23日の会場は富士市交流プラザ（富士市富士町20-1）です
２．受講料（テキスト代を含む）　　
会員事業場（他協会の会員を含む） 　 １７，０００円（うち消費税10％　１，５４５円）　　　　　
非会員事業場   　　　　　　　　　　　 　　１９，０００円（うち消費税10％　１，７２７円）　　　　　　
３．申込先　　富士労働基準協会
　　　〒417-0052　富士市中央町1-5-20ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾑ吉原２階
ＴＥＬ：0545-52-5801　ＦＡＸ：0545-53-0333
４．申込方法
①申込書を記入しFAX
②受講料の支払い
　 ア　現金支払いの場合　富士労働基準協会事務局窓口にて支払い　受講票をお渡しす。
イ  銀行振込の場合　受講料銀行振込金明細書（振込口座記載あり）をFAXしたのち、振込願います。　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　ご入金確認でき次第受講票をメールまたはＦＡＸでお送りします。
（注）　いずれの納付についても、講習開催２週間前までにお支払いが完了しない場合、申込が無いものとして処理させていただく場合があります。未納でキャンセルする場合はご連絡ください。
５．取消・変更
申込後の取消、受講者の変更は、開催日の１０日前までにご連絡ください。取り消しの場合、受講料は開催日の7日前までに受講票と受講料の領収書の返却があった場合に限ってご返金いたします。
また、受講者の変更は原則として1回までとさせていただきます。
（注１）昼食をご持参ください。不織布のマスクでの受講をお願いします。（持ち物詳細は、受講票に記載あり）（注２）講習会は日本語のテキストに沿った講義となりますので、これにご対応できる方が対象です。
６．安全管理者選任資格と選任方法
　⑴　大学、高等専門学校の理科系統の学科卒業者で２年以上の産業安全の実務経験の経験者
　⑵　職業訓練大学校長期課程卒業者で２年以上の産業安全の実務の経験者
　⑶　大学、高等専門学校の理科系統以外の学科卒業者で４年以上の産業安全の実務経験者　　
　　　　高等学校の理科系統以外の学科卒業者で６年以上の産業安全の実務経験者
　⑷　高等学校の理科系統の学科卒業者で4年以上の産業安全の実務経験者
⑸　７年以上産業安全の実務の経験者
以上のいずれかに該当するもので厚生労働大臣の定めた研修(今回案内している研修)を修了したもの。
注　(ｲ)　平成１８年１０月１日において安全管理者として選任された経験２年未満の方も、同日以降に安全管理者として選任されるには、上記の研修を受ける必要があります。
(43) 監督署への安全管理者選任報告の際に当該修了証の写しを添付する必要があります。
※申込書は受講希望される月ごと作成してください。（申込書コピー可）　
令和８年　安全管理者選任時研修受講申込書　
希望月を記入　　　　　月希望 
	氏名
	生年月日
	現住所

	ふりがな

	昭和・平成
・　　・
	〒


	ふりがな

	昭和・平成
　・　　・
	〒



	ふりがな

	昭和・平成
　・　　・
	〒



令和　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事業場名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒　　　－　　　　　
所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＦＡＸ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
担当者ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　
担当者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　
富士労働基準協会　御中　 
受講料支払予定日を必ず記入して下さい。　　　月　　　日支払予定　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （講習日の２週間前までにお願いします）
〇をつける　　振込　　・　　現金払
☆静岡県内の他の労働基準協会の会員ですか？　はい　→　会員価格となります。
協会名　　　　　　労働基準協会
　　　　　　　　　　　いいえ　→　非会員価格となります。
ご入金お手配は３月２日以降でおねがいします。
３月より前は入金のご対応ができません。
受講票も３月以降におおくりします。
特別教育のため、申込書原本と返信用封筒の送付は不要です。
講習受講料・銀行振込金明細書

富士労働基準協会　殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行日　　　　　年　　　　月　　　　日　　　
	事業所名
	業務担当部門

	
	

	所在地
	担当者名

	〒
℡：
	

	
	E-mail：



1．講習受講申込明細　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*受講される月ごとに作成してください。
	技能講習・特別教育名
	受講日
	受講者氏名

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2．受講料金明細　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*受講される科目ごとに受講料金を記入してください。
	技能講習・特別教育名
	受講者数
	受講料単価
	受講料合計金額

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3.銀行振込金明細　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*受講料金の振込合計金額をご記入ください。
　　　　　　銀行振込金額：　　　　　　　　　　　円　　　　　　　銀行振込実施日　　　　　　年　　　月　　　日予定
〇受講料の振込は、下記口座にお振込下さい。　　登録番号　Ｔ8700150045667　

静岡銀行吉原支店	普通預金	口座番号	0577099


受取人 ： 富士労働基準協会





静岡銀行吉原支店	普通預金	口座番号	0577099


受取人 ： 富士労働基準協会








振込手数料は貴社負担で


お願いいたします。








